
四日市市告示第４５号 

  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、平成１０年

四日市市告示第２５１号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があったので、同

条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和４年２月１４日 

 

                     四日市市長  森  智 広 

 

１ 届出者 

   南河原田町自治会 

   代表者の氏名  宮田 英司 

   代表者の住所  四日市市南河原田町２３８８番地 

 

２ 変更事項 

 

＜旧区域＞ 

四日市市河原田町字狭１２０８の２から１２０８の４まで、１２０９の２から１２１０の３ま

で、１２１２の３から１２１３の１まで、１２１３の４から１２１４の２まで、１２１５の１

から１２１５の３まで、１２１６の１、１２１６の２、１２１７の１、１２１７の３、１２２

２の１から１２３４の４まで、１２３８の６から１２８１の１０まで、河原田町字松本の区域

の全部、河原田町字相名１４０４の１から１４８４の１まで、１４８４の４、１４８４の６、

１４８４の８から１４８４の１０まで、１４８５の２、１４８５の３、１４８６の２、１４８

６の３、１４８７の２から１５１５の２まで、１５２０の３、河原田町字本田の区域の全部、

河原田町字森の区域の全部、河原田町字鎌田１７８８の１から１８２６の４まで、１８２８の

１から１８５２の４まで、河原田町字芦水１８５３の１から１９２４の４まで、河原田町字伊

婦見１９５４の１から１９６６の２まで、１９６７の１、１９６７の２、１９７３の６から１

９７６の１まで、１９７８の１から２００８の２まで、２０１３の１から２０１４の３まで、

２０１５の２から２０２４の３まで、２０２５の２から２０２８の５まで、河原田町字西台の

区域の全部、河原田町字今宿の区域の全部、河原田町字入組の区域の全部、河原田町字鵯松の

区域の全部、河原田町字根入の区域の全部、河原田町字里南の区域の全部、河原田町字南谷の

区域の全部、河原田町字駒ケ谷の区域の全部、河原田町字宮谷の杭域の全部、河原田町字三神

山２９８７から３１００の１０まで、３１３７から３２１０まで、河原田字笠掛の区域の全部、

河原田町字中広３８３６から３８１５まで、３８６０、３８６１ 

 



＜新区域＞ 

四日市市河原田町字狭１２０８の２から１２０８の４まで、１２０９の２から１２１０の３ま

で、１２１２の３から１２１３の１まで、１２１３の４から１２１４の２まで、１２１５の１

から１２１５の３まで、１２１６の１、１２１６の２、１２１７の１、１２１７の３、１２２

２の１から１２３４の４まで、１２３８の６から１２８１の１０まで、河原田町字松本の区域

の全部、河原田町字相名１４０４の１から１４８４の１まで、１４８４の４、１４８４の６、

１４８４の８から１４８４の１０まで、１４８５の２、１４８５の３、１４８６の２、１４８

６の３、１４８７の２から１５１５の２まで、１５２０の３、河原田町字本田の区域の全部、

河原田町字森の区域の全部、河原田町字鎌田１７８８の１から１８２６の４まで、１８２８の

１から１８５２の４まで、河原田町字芦水１８５３の１から１９２４の４まで、河原田町字伊

婦見１９５４の１から１９６６の２まで、１９６７の１、１９６７の２、１９７３の６から１

９７６の１まで、１９７８の１から２００８の２まで、２０１３の１から２０１４の３まで、

２０１５の２から２０２４の３まで、２０２５の２から２０２８の５まで、河原田町２０５５

を除く河原田町字西台の区域の全部、河原田町字今宿の区域の全部、河原田町字入組の区域の

全部、河原田町字鵯松の区域の全部、河原田町字根入の区域の全部、河原田町字里南の区域の

全部、河原田町字南谷の区域の全部、河原田町字駒ケ谷の区域の全部、河原田町字宮谷の杭域

の全部、河原田町字三神山２９８７から３１００の１０まで、３１３７から３２１０まで、河

原田字笠掛の区域の全部、河原田町字中広３８３６から３８１５まで、３８６０、３８６１ 

 

 

３ 変更の年月日   

令和４年４月１日 

 

４ 変更の理由 

   区域の縮小に伴う変更 

 

（市民文化部市民生活課） 


